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■
委
員　

住
宅
費
補
助
金
で
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
と
し
て
一

億
四
八
〇
〇
万
円
が
計
上
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
事
業
内
容
は
。

□
当
局　

川
崎
重
工
業
株
式
会

社
の
社
宅
買
い
取
り
や
旧
日
光

街
道
の
舗
装
打
ち
か
え
、
市
役

所
の
ま
め
バ
ス
停
留
所
の
ス
ツ

ー
ル
等
の
設
置
で
あ
る
。

■
委
員　

地
方
交
付
税
が
減
額

に
な
っ
た
た
め
に
臨
時
財
政
対

策
債
を
増
額
し
た
の
か
。

□
当
局　

一
億
七
〇
〇
〇
万
円

の
減
額
幅
の
充
て
ん
と
し
て
増

額
し
た
。

■
委
員　

臨
時
財
政
対
策
債
の

何
パ
ー
セ
ン
ト
を
発
行
す
る
こ

と
に
な
る
の
か
。

□
当
局　

発
行
枠
が
縮
め
ら
れ

る
中
、
当
初
よ
り
見
込
み
が
少

な
く
な
っ
た
た
め
九
十
九
・
九

％
ま
で
発
行
す
る
。

■
委
員　

ま
ち
づ
く
り
交
付
金

事
業
の
バ
ス
停
留
所
ベ
ン
チ
等

設
置
工
事
で
、
ベ
ン
チ
を
何
カ

所
設
置
す
る
予
定
な
の
か
。

□
当
局　

市
役
所
の
バ
ス
停
留

所
に
あ
る
既
設
シ
ェ
ル
タ
ー
の

中
に
ベ
ン
チ
を
一
基
、
立
ち
座

り
で
き
る
サ
ポ
ー
タ
ー
を
一
基
、

ス
ツ
ー
ル
と
い
う
円
柱
の
い
す

を
一
基
設
置
す
る
予
定
で
あ
る
。

◆
本
会
議
・
全
会
一
致
で
可
決

（
提
案
理
由
）　

本
補
正
予
算
案

は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
で

あ
り
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
五
億
二
一

五
八
万
七
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
四
七
〇

億
一
五
二
三
万
七
千
円
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

中
央
小
学
校
の
改
修

事
業
費
が
当
初
に
予
算
化
さ
れ

て
い
た
と
思
う
が
、
事
業
債
に

切
り
か
え
た
理
由
は
。

□
当
局　

当
初
予
算
で
は
一
般

財
源
と
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
な

ど
、
基
本
的
に
は
補
助
金
を
一

部
投
与
す
る
こ
と
を
考
え
、
事

業
費
を
確
定
し
て
い
た
だ
い
た
。

そ
の
後
、
県
と
の
交
渉
の
中
で
、

大
規
模
改
修
に
匹
敵
す
る
と
い

う
こ
と
で
起
債
が
獲
得
で
き
た

た
め
、
財
源
を
振
り
か
え
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。

■
委
員　

起
債
は
何
年
に
わ
た

る
の
か
。

□
当
局　

基
本
的
に
は
適
債
事

業
と
い
っ
て
も
、
起
債
対
象
に

な
る
部
分
と
な
ら
な
い
部
分
が

あ
る
の
で
、
起
債
対
象
と
な
り

得
る
最
大
限
の
範
囲
で
計
上
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

常任委員会

五
名
と
い
う
こ
と
で
市
側
委
員

の
枠
が
五
名
入
っ
て
い
た
と
思

う
が
、
条
例
で
は
削
ら
れ
て
い

る
。
市
側
の
委
員
の
枠
が
あ
っ

た
こ
と
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が

あ
る
と
思
う
が
、
な
ぜ
こ
の
規

定
が
削
ら
れ
た
の
か
。

□
当
局　

今
ま
で
は
選
考
委
員

の
ほ
か
に
、
専
門
的
な
意
見
を

求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
市

側
の
委
員
も
い
た
が
、
附
属
機

関
の
長
の
諮
問
に
応
ず
る
と
い

う
性
格
を
か
ん
が
み
て
、
市
側

の
委
員
を
入
れ
る
こ
と
は
適
当

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
規
定

か
ら
削
除
し
た
。

■
委
員　

市
側
の
委
員
が
入
っ

て
い
た
方
が
、
公
平
性
が
担
保

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

□
当
局　

特
別
土
地
保
有
税
審

議
会
、
予
防
接
種
健
康
被
害
調

査
委
員
会
は
、
国
等
か
ら
の
通

知
の
中
で
条
例
を
定
め
、
委
員

会
を
設
置
し
、
そ
の
中
に
市
の

職
員
を
置
く
と
な
っ
て
い
る
。

技
能
功
労
者
表
彰
条
例
に
つ
い

て
は
、
国
等
か
ら
の
通
知
が
な

く
、
市
が
最
終
的
に
表
彰
者
を

決
め
て
い
く
の
で
、
公
平
性
の

観
点
か
ら
市
側
の
委
員
が
入
っ

て
い
く
こ
と
へ
の
誤
解
が
な
い

よ
う
に
整
備
し
た
。

◆
本
会
議
・
全
会
一
致
で
可
決

（
提
案
理
由
）　

行
政
改
革
大
綱

に
基
づ
き
附
属
機
関
に
混
同
さ

れ
や
す
い
も
の
の
整
理
・
合
理

化
を
図
る
た
め
、
野
田
市
技
能

功
労
者
選
考
委
員
会
を
新
た
に

条
例
で
設
置
し
、
地
方
自
治
法

上
の
附
属
機
関
と
し
て
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

技
能
功
労
職
種
は
技

能
功
労
者
表
彰
要
綱
の
「
技
能

職
種
の
範
囲
」
で
四
十
三
職
種

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ふ
え

る
予
定
は
あ
る
の
か
。

□
当
局　

新
た
に
袋
物
職
と
漬

物
職
が
加
わ
り
四
十
五
職
種
に

な
る
。

■
委
員　

技
能
功
労
者
の
表
彰

は
、
公
平
性
に
十
分
配
慮
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
が
、

ど
の
よ
う
な
団
体
や
企
業
を
選

び
、
表
彰
者
の
推
薦
を
依
頼
し

て
、
決
定
し
て
い
る
の
か
。

□
当
局　

四
十
六
団
体
あ
る
技

能
職
団
体
す
べ
て
に
推
薦
書
を

送
り
、
そ
の
団
体
か
ら
選
出
さ

れ
た
十
名
の
選
考
委
員
に
よ
っ

て
、
推
薦
さ
れ
た
者
の
中
か
ら

表
彰
者
を
選
出
し
て
い
る
。

■
委
員　

技
能
功
労
者
表
彰
要

綱
で
は
、
委
員
会
の
構
成
は
十

都市整備にまちづくり交付金を活用総　　務

議
案
第
十
六
号

平
成
十
六
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）

技能功労者表彰条例を制定 環境経済

議
案
第
一
号

技
能
功
労
者
表
彰
条
例
の

制
定
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方
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に

移
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

□
当
局　

介
護
度
の
高
い
方
か

ら
移
行
す
る
こ
と
で
考
え
て
お

り
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ

の
移
行
に
つ
い
て
は
十
五
名
を

見
込
ん
で
い
る
。

■
委
員　

ど
の
く
ら
い
の
介
護

度
の
方
か
ら
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
に
移
行
す
る
の
か
。

□
当
局　

要
介
護
二
以
上
の
方

に
つ
い
て
は
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
へ
移
行
し
て
い
た
だ
く

こ
と
を
考
え
て
い
る
。

■
委
員　

委
託
契
約
と
指
定
管

理
者
制
度
の
大
き
な
違
い
は
。

□
当
局　

管
理
委
託
者
制
度
で

は
公
の
施
設
を
公
共
の
利
益
の

た
め
に
多
数
の
住
民
に
均
等
に

利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
受

託
主
体
の
公
共
性
に
着
目
し
て

公
共
団
体
や
公
共
的
な
団
体
に

委
託
を
し
て
い
た
。
指
定
管
理

者
制
度
で
は
公
の
施
設
の
管
理

に
民
間
事
業
者
が
有
す
る
専
門

的
な
手
法
等
を
活
用
し
て
、
管

理
経
費
の
削
減
と
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
考
え
て
で
き
た
制

度
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
地
方
公

共
団
体
が
持
っ
て
い
た
管
理
権

限
を
指
定
管
理
者
に
委
任
し
て

行
わ
せ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決

（
提
案
理
由
）　

養
護
老
人
ホ
ー

ム
楽
寿
園
の
一
部
を
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
に
転
換
し
、
複
合

老
人
ホ
ー
ム「
野
田
市
楽
寿
園
」

と
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治

法
第
二
四
四
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
を
指

定
す
る
手
続
と
し
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
た
め
、
条
例
を
制

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

現
在
、
四
十
八
名
の

入
所
と
い
う
こ
と
だ
が
、
介
護

度
別
の
人
数
は
。

□
答
弁　

要
介
護
四
が
二
名
、

要
介
護
三
が
二
名
、
要
介
護
二

が
四
名
、
要
介
護
一
が
十
二
名

と
い
う
状
況
で
あ
る
。

■
委
員　

介
護
度
に
合
わ
せ
て

対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

が
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ

て
い
る
の
か
。

□
答
弁　

基
本
的
に
は
養
護
老

人
ホ
ー
ム
は
介
護
施
設
と
は
異

な
り
、
元
気
老
人
と
言
わ
れ
て

い
る
方
の
中
に
介
護
を
受
け
て

い
る
方
が
入
居
し
、
そ
の
中
で

職
員
は
対
応
し
て
い
る
。

■
委
員　

複
合
老
人
ホ
ー
ム
に

な
る
と
、
介
護
を
受
け
て
い
る

の
駐
車
場
が
確
保
さ
れ
る
の
か
。

□
当
局　

駐
車
場
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
九
十
五
台
を

予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
来
年

の
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
に
備
え
、
仮

設
駐
車
場
の
整
備
も
あ
わ
せ
て

実
施
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

■
委
員　

他
市
の
料
金
を
調
べ

る
と
「
他
市
の
人
」
と
い
う
設

定
が
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
近

隣
市
と
比
較
し
て
、
料
金
体
系

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
。

□
当
局　

料
金
体
系
に
つ
い
て

は
、
総
合
公
園
体
育
館
が
建
設

さ
れ
た
と
き
の
考
え
で
あ
る
と

思
う
が
、
近
隣
市
の
状
況
を
調

べ
る
と
、
東
葛
管
内
で
は
野
田

市
と
同
じ
よ
う
に「
他
市
の
人
」

を
五
割
増
し
に
し
て
い
る
市
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

◆
本
会
議
・
全
会
一
致
で
可
決

（
提
案
理
由
）　

関
宿
総
合
公
園

体
育
館
が
完
成
す
る
こ
と
に
伴

い
、
体
育
館
を
有
料
公
園
施
設

と
し
て
位
置
づ
け
、
施
設
の
使

用
料
を
定
め
る
と
と
も
に
、
あ

わ
せ
て
用
字
用
語
等
の
整
備
を

し
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

関
宿
総
合
公
園
体
育

館
の
稼
働
率
と
年
間
の
維
持
管

理
費
の
見
込
み
は
。

□
当
局　

稼
働
率
は
、
総
合
公

園
体
育
館
の
利
用
者
を
も
と
に

人
口
案
分
と
い
う
こ
と
で
、
年

間
七
〇
〇
〇
回
程
度
、
人
的
に

は
一
六
〇
〇
人
程
度
の
使
用
を

見
込
ん
で
い
る
。

　

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
に
つ
い

て
は
精
査
を
し
て
い
な
い
が
、

三
〇
〇
〇
万
円
程
度
を
見
込
ん

で
い
る
。
ま
た
、
合
併
に
伴

う
人
員
調
整
の
中
で
、
当
分

の
間
は
管
理
を
直
営
で
行
っ

て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
が
、

最
終
的
に
は
経
費
も
安
上
が

り
に
な
る
の
で
委
託
に
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

■
委
員　

当
初
の
概
要
で
は
、

一
四
〇
台
程
度
の
駐
車
場
を

見
込
ん
で
い
た
と
思
う
が
、

利
用
開
始
時
点
で
何
台
程
度

常任委員会

関宿総合公園体育館

関宿総合公園体育館の使用料を規定建　　設

養護老人ホーム楽寿園の一部を特養に転換 文教福祉

議
案
第
五
号

複
合
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
制
定

議
案
第
十
号

都
市
公
園
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正


